
      沖縄県

北部保健所

中部保健所

南部保健所

宮古保健所

八重山保健所

管轄保健所

北部保健所 7 （火） 7 （木） 2 （火） 7 （火） 4 （火） 1 （火） 6 （火） 5 （木） 1 （火） 5 （火） 2 （火） 2 （火）

中部保健所 21 （火） 19 （火） 16 （火） 21 （火） 18 （火） 15 （火） 20 （火） 17 （火） 15 （火） 19 （火） 16 （火） 16 （火）

南部保健所 14 （火） 12 （火） 9 （火） 14 （火） 13 （木） 8 （火） 13 （火） 10 （火） 8 （火） 12 （火） 9 （火） 9 （火）

宮古保健所 16 （木） 21 （木） 18 （木） 16 （木） 20 （木） 17 （木） 15 （木） 19 （木） 17 （木） 21 （木） 18 （木） 18 （木）

八重山保健所 28 （火） 26 （火） 30 （火） 28 （火） 18 （火） 29 （火） 27 （火） 24 （火） 22 （火） 26 （火） 16 （火） 23 （火）

受付： 午後 １：３０ ～ ２：００　 講習： 午後  ２：００ ～ ３：００

・運転免許証、マイナンバーカードなど受講者の本人確認ができるもの

　　（法人の場合は加えて、名刺等法人に属していることがわかるもの）

・浄化槽の「設置場所の住所」を記入頂きますので、必要に応じてメモや筆記用具等ご用意ください。

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

北部保健所２階　会議室

 受付時間内にお越しいただいた方は、
 基本的に全員ご参加いただけます。

 ※万が一、受講希望者が集中した場合は、安全管理
上、人数を制限させていただくことがありますので、
ご理解のほどお願いいたします。

中部保健所３階　研修室

南部保健所２階　中会議室

宮古保健所２階　大会議室

八重山保健所２階　大会議室

私たちの快適な生活環境を育む浄化槽。その適切な維持管
理や手続き等について、正しく理解していただくために開
催しています。

浄化槽の設置を予定している方　受講を希望する方

管轄保健所 開催場所 備考

時 間

ご準備いただくもの

● 浄化槽の設置場所に関わらず、どの会場でも受講可能です。

※那覇市内に設置される場合は、那覇市へお問い合わせください。

（毎月第３木曜日開催、前日16時迄の予約制、詳細は那覇市環境保全課（098-951-3229）にご確認ください。）

● 会場の駐車スペースには限りがあるため、ご来場の際はなるべく公共交通機関をご利用ください。

● 受講された方には当日「講習会受講済証」を交付します。

● 浄化槽設置届出書・計画書には、沖縄県が指定する講習会で発行された 「講習会受講済証」を

添付する必要があります。

● ｢講習会受講済証｣の有効期限は受講日から３年間です。

● 台風等により業務停止になった場合は、中止としますので別日に受講してください。

※ 講習開始時間に遅れた場合、入場出来ません。ご注意ください。

目 的

受 講 対 象 者

日 程

受講料無料

＼ご予約不要／

会 場



【講習会の受講免除について】

【講習会の受講猶予について】

　以下の場合は、講習会受講が猶予となります。

【受講対象者について】

　　④ 離島航路の事情により届出書等提出前に受講が困難であると認められる場合

　　⑤その他、特段の事情により届出書等提出前に受講が困難であると認められる場合

　判断される場合は、親戚等の受講を認めます。詳しくは保健所へご相談ください。

　本講習会は浄化槽設置者を受講対象者としておりますが、同居成人に限り代理人の受講を認めています。

　ただし、浄化槽設置者が一人住まいで、かつ、病気などの理由のため、自ら受講することができないと

　　　　受講も困難な場合

浄化槽設置者講習会について

　以下の場合は、講習会受講を免除します。

　ただし、②、③については浄化槽設置届出書及び浄化槽設置計画書へ『受講免除届出書』を添付してください。

　　① 国、県、市町村等の公共機関が設置者となる場合

　　② 浄化槽関係資格者 （浄化槽設備士、浄化槽管理士、浄化槽検査員、浄化槽清掃技術者） が設置
　　　 者となる場合（ただし、その場合は資格証明書の写しを浄化槽設置届出書等へ添付して下さい。）

　　③ ５０１人槽以上の浄化槽を設置する場合 （浄化槽技術管理者の設置が必要となります。）

　ただし、その場合は浄化槽設置届出書等へ『受講猶予届出書』を添付し、浄化槽を使用開始するまでに

　講習会を受講した後、受講済証を添付して使用開始報告書を提出する必要があります。

　　① 建売、賃貸物件で、設置時に浄化槽管理者（使用者）が決定していない場合

　　② 設置予定者が県外在住のため、届出書等提出前に受講ができないと判断される場合

　　③ 届出書等提出前に病気などの理由のため、自ら受講することが出来ず、かつ代理人による

平成21年7月31日から、「沖縄県浄化槽取扱要綱」の改正により浄化槽設置届出書等
に、沖縄県が指定する講習会で発行された『講習会受講済証』の添付が必要となってお
ります。

浄化槽の適切な維持管理等を行うため講習会の受講をお願いします。

【お問い合わせ先】

北部保健所 ℡ 0980-52-2636 中部保健所 ℡ 098-989-6610

南部保健所 ℡ 098-889-6846 宮古保健所 ℡ 0980-72-3501        

八重山保健所 ℡ 0980-82-3243 


